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議  題 １ 伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例案について 

 

午後１時２３分 開会 

 

○委員長【中山真由美議員】  本会議に引き続き、お疲れさまです。ただいま

から議会運営委員会を開会いたします。 

 ここで議長からご挨拶をお願いします。 

○議長【八島満雄議員】  議会がスタートしました。来月５日には議案等の審

議が行われます。議案等に沿った質疑が行われるようよろしくお願いします。以

上です。 

○委員長【中山真由美議員】  本日の議題は、伊勢原市議会の個人情報の保護

に関する条例案についてです。事務局に説明を求めます。局長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  それでは伊勢原市議会の個人情報の保護に関す

る条例案について説明させていただきます。条例案について執行部の例規審査が

終了しましたので、最終案を別紙１－２のとおり提示させていただきます。 

また、１－３は、全国市議会議長会の条例例と伊勢原市議会条例案との比較とな

ります。１１月７日の議会運営委員会で御説明した内容からの変更は、文字の位

置等の修正がございましたが、その他は内容に大きな修正はございません。 

 なお、第６章の罰則規定につきましては、別紙１－４の検察庁罰則規定結果の

とおり、検察庁より回答が届き、「検討した結果、特段の問題はない」との回答

をいただきました。説明は以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  ただ今説明した内容について、質疑、意見等が

あればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、伊勢原市議会の個人情報の保護に関

する条例案については、配付した内容のとおり決定することにご異議ありません

か。（「異議なし」の声あり） 

○委員【宮脇俊彦議員】  私は、これ出されたときに第１５条、第１６条は基

本的にこれはやらなくても済む条例だというふうに言ってますけど、もしやると

しても第１５条、第１６条は避けるべきだという意見は変わりませんので、それ

には同意いたしません。 

○委員長【中山真由美議員】  それではお諮りいたします。伊勢原市議会の個

人情報の保護に関する条例案については、配付した内容のとおりとすることに 

賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔挙手多数〕 

 

○委員長【中山真由美議員】  挙手多数。よって、伊勢原市議会の個人情報の

保護に関する条例案については、配付した内容のとおりとすることに決定いたし

ます。 
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なお、本条例案は、議員提出議案として、本会議最終日に上程する予定です。 

それでは以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

  

午後１時３２分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 令和４年１１月２８日 

 

                    議会運営委員会 

                    委員長 中 山 真由美  


